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第三章 現行の関連政策と措施の検討 
 

第二節 高齢化 

高齢化社会に面し、わが国の政府は二十年以上前すでに高齢者問題を政策の一環に入れ、

具体的に高齢化問題に対応する政策を提出している。民国 69 年に制定した「老人福祉法」は

最初の政策の枠組みとなり、民国 86 年に最初の修正が行われ、高齢者の年齢および福祉措置

の境界を定め、社会環境の変動に必要な対応をした。政府は民国 96 年 1 月 31 日に二度目の

修正をし、高齢者特別手当、年金、住宅、保護などの需要および責任者などの事項の計画を次

第に完備し、高齢者に対する各種サービスをより整備され、かつ展望のあるものとした。ここ

で政府がこれまで実施してきた関係措置を大まかに説明し、将来の進歩への励ましとする。 

 

Ⅰ、家庭での老人介護に対する支援 

伝統的に、家庭は、サービスの提供、経済的な支持、精神的な支えなど、ケアのための主

要な役割を演じてきた。しかし、家庭の構造と機能が変化し、社会環境の変遷、共働き家庭と

一人親家庭の増加、居住形態の変化により、家庭での伝統的な介護機能の維持に対して一定の

影響を及ぼしてきた。高齢者の世話は家庭だけの責任ではなくなり、政府が社会全体の力を結

合し、適切な政策と措置を推進する必要がある。 

家庭の老人介護をサポートする政府の当面のサービス措置にはすでに反応が見られてい

る。例えば、ショートステイサービスの実施、心理的および教育的サポートプランの実施など

は、ともに発展の余地が残されている。経済的支援の面では、税制優遇措置実施の対象を主と

して中低収入の高齢者とし、未来の財政が許す範囲で、補助対象および金額に対する再度の調

整が必要である。 

 

Ⅱ、高齢者の健康と社会的ケア 

わが国の健康保険および社会介護政策立法の発展過程を回顧すると、社会制度面では、人

口老化対策に関して民国 69 年に公布実施された「老人福祉法」を初めとして、「社会福祉政

策綱領」(民国 83 年)、「老人介護サービス強化法案」(民国 87-96 年)、「介護サービス福祉お

よび産業発展法案」(民国 91-96 年)などの重大政策が次々と公布され、「社会福祉政策綱領」

(民国 93 年)および「老人福祉法」(民国 86 年、民国 96 年)はすでに改正がなされている。保

健制度面も「医療綱第三期計画の樹立」(民国 86-89 年)、「老人長期介護三年計画」(民国 87-90

年)、「医療綱第四期計画書」(新世紀健康介護計画) (民国 90-94 年)、また、地域介護モデルの

実験的導入計画に対し、「長期介護体系の先導計画」(民国 89-92 年)などが行われてきた。人

口老化のもたらす健康および介護問題を政府各部門が重視している様子が、いたるところに示



 

 

されている。 

しかし現段階では、疾病予防と健康促進措置において以下の主要な問題が未解決である。 

 

一、高齢者は同時に複数の疾病を罹病し、介護には多元性かつ複雑さが要求され、現在の介護

サービスでは「全体的な介護」ができない。 

二、政府関係部門および民間機構団体は高齢者衛生教育および心理衛生サービスを次々に推し

進めるが、それぞれの処理について整合性を強化する必要がある。 

三、各地の衛生所および健康サービスセンターにおける疾病予防、健康促進サービスの機能強

化を推進する必要がある。 

四、健康生活のための衛生教育の推進に関し、慢性病予防管理などの人材養成教育および専門

教育の継続を、積極的に行う必要がある。 

 

わが国の長期介護システムの主な問題について検討を行い、以下の 6 項目にまとめた。将

来の政策改善の助けとしたい。 

 

一、現行の長期介護制度の行政体系と法規の区分が必要である。 

二、各県市の介護管理体系の発展はまちまちであり、サービス効率と公平性を高める必要があ

る。 

三、人的資源の不足は重大であり、業界団体を超えた協力モデルの作成が待たれる。 

四、サービスプランの種類の多様化が不十分で、サービス品質の監督機構の設置が必要である。 

五、整った財務制度が欠如しており、長期介護の経費負担が重い。 

六、長期介護の情報システムが統一されておらず、整合が必要である。 

 

Ⅲ、高齢者の経済的保障 

高齢者状況調査報告(2005)によれば、高齢者の生活費用の主な財源は子供たちであるが、

その比率は 1989 年当時の 58.37%から 2005 年には 46.48%に低下している。政府の補助ある

いは特別手当は 1989 年の 1.23%から 2005 年には 15.97%に上昇している。この傾向は、わ

が国の高齢者は経済的に子供に依頼する傾向がしだいに低下し、反対に政府に依頼する割合が

上昇していることを反映している。これは政府が実施している政策と密接な関係があり、政府

が民国 83 年に実施した「中低収入高齢者生活特別手当」および民国 91 年の「敬老福祉生活

特別手当」、改変された「高齢者と家庭、国家」と関係がある。 (表 1-12) 



 

 

 

表1-12 わが国の高齢者の主要な生活費の財源 

単位：% 

財源 
 

年度 

仕事の収入 
(配偶者を含

む) 

本人の退職
金、保証金、
あるいは保険

給付 

貯蓄、利息 
家賃あるいは

投資 
所得 

子供の世話 
(義理の子供

を含む) 
社会あるいは
友人の援助 

政府の援助あ
るいは特別手

当 

1989 10.95 11.87 16.11 58.37 0.86 1.23 

1991 10.78 16.07 17.41 52.37 1.09 1.57 

1993 10.85 14.76 19.18 52.3 0.86 1.61 

1996 11.64 17.55 15.21 48.28 0.4 6.37 

2000 13.72 15.93 9.26 47.13 0.53 12.33 

2002 13.4 16.48 10.28 44.11 0.31 14.81 

2005 14.49 13.04 9.22 46.48 0.46 15.97 

資料：「高齢者状況調査」、1991、1993、1996、2000、2005、内政部 
 

国内の現在の社会保険と高齢者給付制度は、一度の給付方式を採用しており、高齢者の基

本的な経済生活を保障するには不十分である。95 年度末には 353 万人の、25 歳から 64 歳ま

での国民が、老年給付保障が関係する社会保険に加入していない。現在の各種社会福祉給付は、

整合および補充が必要である。家庭の成員同士で世話する機能が弱る中、政府の適度な介入が

必要である。 

 

Ⅳ、中高齢者の就業と人的資源の活用 

現在わが国の関連法令規定には、以下の問題がある。 

 

一、退職年齢の低さ 

公務員の任期 5 年以上で満 60 歳、あるいは任期が満 25 年の者(50 歳以上)は、自己退職

を申請できる。労働基準法の労働規定も、任期 15 年以上で満 55 歳、あるいは任期 25 年以上

の者は、自己退職を申請できるとしている。共に、退職年齢が低い原因となっている。 

二、退職金申請年齢の低さ 

労工保険条例の規定によれば、一つの保険に加入して満 25 年で老年給付を受け取ること

ができる。このため、早期退職の割合が年々増加しており、平均退職年齢は下降傾向にある。

人的経験の断絶および人的資源浪費などの問題が広がり、国家財政に衝撃を与えている。その

ため政府は早期に退職年齢の調整を協議、あるいは年金制度法案を採用し、退職年齢の延期を

すべきである。雇い主は、中高年の従業員に対する計画書を練り、効果的な労働力の運用を図

る必要がある。 

三、現在の制度が、就業生活が長く継続して就業する者の反発要因となっている 

労働者が労保に参加する年数が 30 年になると、老年給付金の権益が上限に達する。年齢

が 60 歳以上になって、その給与が増加し続けても、老年給付の量は増加しない。この規定は

中高齢の労働者が労働市場にとどまる点で、一種の反発要因となっている。公務員の退職規定



 

 

にも同様の問題が存在する。「公務員退職法」の規定によれば、公務員は任期 25 年、かつ年

齢が 50 歳以上で月額の退職金を得られる。仕事の年数が 35 年に達したときに、退職金の量

が上限に達する。退職金の金額が必ずしも公務員が長く就業することの要因ではないが、関係

制度のありかたにより、公務員が続けて就業する励みとなる可能性がある。 

行政院主計処は民国 87 年に「専業労働力雇用状況調査報告」によれば、一般に高齢者の

仕事の能力は年齢と共に衰えると考えられているが、「生産およびその関係労働者、機械設備

操作労働者および体力労働者」などの職業的労働者のほかは、「専門的人員」、「技術員およ

び補助専業人員」、「事務作業職員」および「サービス員および販売員」などの職業では、年

齢が増すに従って仕事の能力が低下するとは限らない。これは、中高齢者の長期にわたる職業

知識、技術および経験などの蓄積が、企業経営および生産力向上に益となることを示している。 

 

Ⅴ、高齢者向けの社会住宅 

現在、政府が推奨する高齢者向けの社会住宅建設に関する状況分析を以下に示す。 

一、高齢者の社会住宅関連法規の制定の必要性 

高齢者住宅関連法規の立法化の歩みは、高齢化社会の需要の急速な変化に対応しておらず、ま

だ時宜にかなって民間団体および資源の結合、高齢者の社会住宅建設への適時投資ができない。地

域の老化政策を達成するには、高齢者の家族あるいは主に世話をする人が高齢者の近くにいる必要

がある。政府は高齢者社会住宅の建設措置および関連法案を速やかに検討奨励し、三世代(あるいは

二世代)の優先入居を促す社会住宅関連構造を建設する必要がある。老人の多様な要求に徹底して対

応し、高齢者本人に適した住居を提供し、あるいはその家族の成員あるいは主に世話をする人が同

居あるいは近隣に住める社会住宅の提供を徹底させる。 

二、関係法規の執行と実施の難しさ 

(一)過去になされた研究と規定の多くは、それぞれの法令あるいは研究の範疇にとどまり、

整合性が欠けている。前述の問題に対応し、整合の援助、集合住宅空間、建築、都市環

境および交通手段などに対し、その仲介面でスムーズな転換と連接を図る。 

(二)2004年に発布された「民間参与の促進と公共建設法の重大な公共建設範囲」の修正規定による

と、高齢者住宅の投資総額は土地を含めない金額で 1.5 億台湾ドル以上に達し、比較的容易に大規

模集中住宅「老礼者住宅地区」を建設できるが、「地域高齢者住宅」の発展実現はできず、既存の住

宅を改造して高齢者社会住宅にすることはさらに困難であり、将来の高齢社会の要求に対応するに

は十分ではない。 

三、高齢者住宅の計画設計は強化が必要 

(一)現在の世界の潮流にまだ適合していないので、異なる年齢層の使用要求にかなう設計

を考慮する 

住宅の計画設計は、各年齢層の居住の安全性と利便を考慮する必要がある。特に児童、女性、

高齢者など異なる年齢が住む環境の必要を考慮する。異なる要求間の整合に重点を置き、国民の生

活習慣および気候などを検討し、地域の必要にかなう住宅設計を計画する。 

(二)バリアフリー施設の設計規定の未完備、バリアフリー建築環境の推進への影響 



 

 

建築技術規則が体の不自由な人に提供する設備の設置規定はすでに実情にかなっていない。体

の不自由な人のための公共建築物施設設置の現行規定には不足がある。例えば高齢者、児童、身体

障害者、妊婦、怪我人など、異なるグループの環境行動モデルと、感知、人体工学上の縮尺などの

要求を満たすには、細部の設計を緻密に規定する必要がある。ならびに、許可証の使用や審査実地

調査の争議を避ける。関係する範囲は相当広範であり、公共建築物の使用特性、身体障害者の使用

要求、適用範囲と規模、建築物を変更して使用可能であるかなどを協議する。設計の規範を定め、

強制設置の規定と公共建築物の設計に忠実に従う。バリアフリー施設建築の設計には設計の説明と

図例、写真を含め、設計の参考とする。 

 

Ⅵ、高齢者の交通運輸環境 

国内の高齢者輸送の現況分析によると、都会の大衆輸送は相対的に手軽で早く、移動能力

の不足を補うことができる。しかし辺境地区の輸送サービスは比較的不便である。都市化の特

性が明らかな地区に、大衆輸送手段(バス)あるいは副大衆運送手段(タクシー)が偏っている。

都市化が比較的明らかでない地域では電車利用が多いが、歩行こそが高齢者に共通する移動手

段である。高齢者が社交活動に参加する際、体力の限界および見知らぬ環境への不安感から、

ほとんどは近くのよく知っている場所を選び、歩行により目的地に達する点では、都市部と田

舎の差は明確ではない。しかし、医療および友人を訪問するなどの活動で長距離の外出をする

場合、都市化が進んでいない地域の大衆輸送環境は劣っており、高齢者は個人の移動手段を用

いることが多い。ゆえに都市部と田舎の大衆輸送システムの建設が求められる。 

このほか、高齢者の交通事故分析の結果、高齢者の運輸環境には以下の点で配慮と対応が

必要である 

一、高齢者に優しい交通管理システムの未整備。 

二、高齢者は気軽で便利な手段を使用し、基本安全対策をしばしば無視する。高齢者とその

家族に対する教育宣伝が急務である。 

三、高齢者の脚部には容易に病気が現れ、歩行時には補助具を使用する可能性がある。ゆえ

に歩行空間および補助具の出入り口設計は、適切な広さと高さに注意すべきであり、同時に休

憩設備も高度の設計を必要とする。 

四、交通事故と怪我の危険分析結果によれば、高齢の運転手および高齢の歩行者は、交通安

全上の危険なグループである。ゆえに高齢の運転者の安全管理措置を強化する必要がある。 

Ⅶ、高齢者の余暇活動の促進 

わが国で現在推進している高齢者の娯楽活動制度は、分析の結果、以下の点で改善が必要

である。 

一、大環境における施設のソフトおよびハード面が高齢者の娯楽活動の障害となっている 

高齢者は移動が不便であり、娯楽活動の場所の利便性に対する要求が青壮年より高い



 

 

ので、娯楽活動環境への移動しやすさを重視する必要がある。僻地や農村地区では、交

通が不便で、高齢者が外出して娯楽活動に参加する妨げとなっている。娯楽場所への移

動しやすさおよびソフトとハード面での施設の便利性が、高齢者の娯楽活動参加への挑

戦となっている。  

二、高齢者が参加できる娯楽活動の形式の種類が不足 

高齢者の状況調査報告(2005)によれば、現在の台湾の高齢者の主要な娯楽活動は、日

常生活の主な活動項目である。友人との会話が最も多く 24.72%を占め、その次は娯楽活

動で 14.18%、その次は健康維持の保健活動で 12.12%を占め、主な娯楽がない人は

26.46%である。高齢者の娯楽活動の多様性を増進するため、教育学習活動およびボラン

ティアサービスに積極的に参加することを励ます。中央政府と地方政府はすでに次々と

娯楽活動について処理を進めているが、それらを便利さの点で高齢者の要望にさらに合

わせ、選択肢も広げる点で努力が待たれる。 

三、高齢者に娯楽サービスを提供する人材の教育と登録制度の未完備 

国内の大学専門学校にはすでに次々と「娯楽管理」関係のコースが設置されており、

娯楽関係の専門家を教育している。スポーツ娯楽については、登山ガイドおよび国民体

育能力指導員の証明書発行など、娯楽運動の参加を促す専業免許が定められている。た

だし、高齢者向けに提供される娯楽活動の人材養成および免許制度はいまだ整備されて

おらず、積極的な推進が必要である。 

 

Ⅷ、高齢者教育における生涯学習制度の充実 

わが国の人口構造は次第に高齢化しており、老人教育の議題はますます重要になっている。国内の

高齢者が関係する議題は、その多くが社会福祉と健康医療である。しかし国内の高齢者人口は劇的に増

加し、老年になった後もまだ長い人生の歳月があり、学習の継続と適応はやはり必要である。ゆえに高

齢者が再び学習し、教育を受けようとする意識が向上してきた。そのため、高齢者の学習要求をいかに

満足させるかが、すでに現在の重要課題となっている。現在の高齢者教育の実施においては解決を要す

る問題が存在する。 

一、高齢者教育の資料の再計画と調整 

わが国の教育資源の分配は、各種学校体制内の教育需要を常に重視し、社会教育は相対的に不

足している。わが国は急速な少子化および高齢化現象に直面しており、教育資源の配分比率の再検

討が必要である。少子化によってあまる教育資源を中老年グループに移動し、完備された生涯学習

制度を構築する。 

二、地域の高齢者教育のための場所の不足 

教育部が 95 年に世新大学に委託して作成した「わが国がすでに高齢化社会突入していること

に関する民意調査研究」によると、現在の高齢者学習の場所が十分あるかという問題に対し、61.1%

の調査対象者が学習空間の不足を表明している。それで、政府と民間団体が結合し、運用できる空

間を提供し、高齢者学習専門の場所を計画し、便利な学習サービス提供をする必要がある。 



 

 

三、高齢者教育の教材および学習方式の研究と創生 

現在、関係する団体が行う高齢者教育活動の方法はかなり類似しており、内容は保健健康、休

暇、娯楽などが主であり、新しい世代の高齢者学習の要望を完全に満たすことは難しい。高齢者人

口の増加に対応し、高齢者に発展性のある教育形態と課程を提供することにより、高齢者が人生に

おける自己実現を助ける。 

 

Ⅸ、高齢化対策の検討における問題の分析 

上記を総合すると、わが国の高齢化対応の現行措置の問題は以下のようにまとめられる。 

 

一、家庭での高齢者ケアのサポートシステムの強化、主に世話をする人のストレスの効果的な

分担。 

二、高齢者の健康と社会の介護システムの継続的な強化および整合、高齢者ケアの質と量の確

保。 

三、高齢者の経済安全保障と関係措置の早急な施行による安全の維持。 

四、中高齢者の就業と人的資源の運用政策の再強化、高齢者の知恵の継続活用。 

五、高齢者にやさしい社会住宅に関係する政策の早急な推進、地域高齢化のための基礎環境づ

くり。 

六、高齢者にやさしい交通運輸環境構築、年配者の安全な戸外活動の支援。 

七、高齢者の娯楽運動の全体的な制度および人材の訓練機構の整備による高齢者の社会参加の

増進。 

八、高齢者学習権利の実現、老化に関する大衆の知識を強化するための関係機関の建設による

年齢による偏見のないやさしい環境の構築。 



 

 

第弐編 人口変遷への対策 

第二章  高齢化社会の対策 

 
人類の平均寿命の延長に伴い、人口構造の老化はすでに世界的な現象となっている。その

流れを逆転させることはできないので、関心の焦点は原因の探求ではなく、人口老化が社会経

済に与える衝撃である。そのうちの一つである、老人扶養が社会に重い負担となるとの予測は、

さらに各界の注目を集めている。人口の急速な老化が国家に対して挑戦となるのは、次の四つ

の顕著な社会人口の変遷のためである。一、寿命の延長。二、社会の人口構造の変化。三、家

庭関係と構造の変遷。四、政府に対する期待と責任の変化。 

わが国は最近の三、四十年で高齢人口は急速に増加した。1993 年になると高齢人口は 149

万人で、総人口の 7.09%を占め、正式に高齢化社会に突入した。高齢人口は引き続き増加し、

2006 年になると高齢人口は 228 万人以上で、総人口の 10%を占めた。行政院経建会の 2006

年の推計値(中間の推計を採用)では、2026年には475万人に増加して全人口の 20.6%を占め、

2051 年には 686 万人に近づいて 36.97%を占める。高齢化社会で社会的に関心が持たれる課

題は、各高齢者がいかに健康、安全、活力、尊厳および自主的生活を享受できるかである。 

国連は健康と福祉を、高齢者に関して緊急かつ普遍的な二大社会議題と認定している。世

界衛生機関が定義する「健康」とは、「生理、心理および社会全面が安定かつ快適な一種の状

態であり、病気あるいは障害がない状態ではない」とされている。本白書における、わが国の

高齢化社会対策の目標は、「高齢者の健康を増進する、安全でやさしい環境づくり、高齢者の

活力、尊厳、自主性の維持」にある。その価値理念には高齢者の個性、自主的決定、選択権、

プライバシーの権利と外的環境を把握する能力の尊重が含まれる。たとえ老年期に能力が衰え

て自分で行動できなくなっても、長期介護制度が提供するサービスから適切な世話を受けるこ

とができる。健康面のケア以外にも、健全な老年所得サポートシステムにより国民の経済安全

を保障し、バリアフリー住宅と交通環境を整備し、国民の老年期の安全、安心な生活を助け、

社会からの年齢差別や排除を受けない社会とする必要がある。 

わが国の高齢化社会対策の期間ごとの対策目標は、図 2－2 に示される。高齢化社会対策

の目標を達成するために、本白書では「老人介護家庭のサポート」、「高齢者の健康と介護体

系の完備」、「高齢者経済の安全保障の向上」、「中高年齢の就業と人材運用促進」、「高齢

者社会住宅の推進」、「高齢者交通運輸環境の完備」、「高齢者の娯楽参加の促進」、「高齢

者教育システムの完備」などの八項目の対策である。その目標、基本理念、および目標達成の

ために推進すべき重点措置を項目ごとに説明する。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2 高齢化社会対策の総目標 

 

第一節 老人介護をする家庭の支援 

Ⅰ、政策目標 

家庭の介護能力の支援、家庭介護責任の分担。 

 

Ⅱ、基本理念 

一、日常生活に他人の協力が必要な高齢者の介護は、すべてが個々の家庭の責任ではな
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く、社会の共同の責任である。 

二、正規の介護システムが提供するサービスは「補助」的な機能であり、家庭介護に代

わるものとはなりえない。 

三、家庭介護者の正規のサービスシステムにおける役割は、介護資源の一つではなく、

同時に支援が必要なサービス対象とみなされるべきである。 

 

Ⅲ、重点措置 

2008-2009 年 

(一)ショートステイサービスの推進強化 

現在のショートステイサービスの提供を拡大し、補助の日数を増やし、家庭でのサ

ービスと施設でのサービスを融通的に組み合わせ、介護者のストレスを軽減する。 

(二)心理面や教育面のサポートプランの継続 

介護者のための介護技能研修と授業を提供する民間団体、あるいは介護者の心理サ

ポート団体などのサービスプランの補助を継続する。 

(三)中低収入の老人特別介護補助金の継続支給 

介護者は毎月 5,000 台湾ドルの支給を受けるる他に、ショートステイサービスを利

用できる。地方政府の介護管理人の評価を経て、介護者は毎年政府の補助を受け取り、

ショートステイサービスを利用することができる。 

 

第二節 高齢者の健康と介護体系の完備 

Ⅰ、政策目標 

一、健康促進の政府目標は「国民の健康と、活力ある老年、命の質の向上、福祉と安全

や快適さの増進の保障」である。 

二、長期介護制度の基本目標は、行政院が民国 96 年 4 月 3 日に制定した「わが国の長期

介護十年計画」の、「わが国の長期介護体系を構築完備し、身体障害者への適切なサー

ビスを保障し、独立した生活能力を増進し、生活品質を向上し、尊厳と自主を維持する」

というものである。 

Ⅱ、基本理念 

一、老人健康促進対策の理念の推進 



 

 

(一)老年生活を健康で活力あるものとするため、一生涯健康な体を作る必要性を認め、遅

くとも中年の時期から健康を保つための生活を開始するべきである。 

(二)個人の健康的な生活方式と、ライフスタイルの変化を促進するため、衛生教育計画お

よび地域健康介入計画を利用する。 

(三)良好で健康な体は老年期の生活適応に役立つが、老年期の福祉は身体、心理および社

会といった全面的な安全と快適さにも依存する。 

(四)地域組織の行動を強化し、地域資源を利用し、地域の行動を通して健康促進活動を推

進する。 

(五)老人は「体が弱く病気になりやすい」、「貧しい」、「社会に関心を払わない」など

の一般大衆の消極的な見方を修正し、「活力があり、積極的に社会に参加する国民」であ

るとみなすことで、社会の高齢者に対する見方が改善され、高齢者が自らのイメージと自

意識について積極的な見方を持つ助けとなる。 

(六)疾病予防と健康促進運動は、中央政府の各部会、中央政府と県市政府、官民部門間の

協力関係、共同作業により推進する。 

二、長期介護制度の推進は下記の理念に基づく 

(一)障害者の介護には、日常生活の世話、介護、リハビリなどの集中的な世話が含まれる。

高齢化社会で障害者の増加に対応するため、長期介護制度の創設が急務となっている。た

だし、長期介護制度の内容はきわめて広い。業種をまたぐ整合モデルが、サービスを順調に提供す

る点で共通の認識をいかに持つか、介護サービス員の訓練をいかに計画するか、長期サービスにか

かる費用負担の合理性などが含まれる。最も重要なのは、多様な要求を、完備された評価手順を通

し、各自が適切なサービスを獲得できること、需要が次々に変化する中でも満足を得られることで

ある。長期介護制度の発展の際に慎重に考慮すべき理念である。 

(二)2006 年、台湾経済永続発展会議の共同意見「成熟した社会安全体系」は、高齢社会の対応策に

関する項目「完備された老人長期介護体系の構築」の内容を、「長期介護の安定した財務制度を速や

かな構築、ならびに多様化、社会化(普及化)、高品質であり、性別、地域性、グループ、文化、職業、

経済、健康など条件が異なる高齢者に対応できる長期介護政策の構築」としている。同時に、その

会議の共同意見でも、長期介護サービスの提供が強調されており、非営利化を原則とし、新規事業

者が参加しやすい長期介護の環境を創造すべきである。また補助経費、法令や制度の検討など関連

支援の提供により、参加の障害を軽減するよう提言している。上記の意見はわが国の長期介護制度

推進における重要な参考理念である。 

 

 

Ⅲ、重点措置 



 

 

一、2008-2009 年 

(一)疾病予防と健康促進措置の実行。 

1.成人および中老年の保健計画を継続的に推進し、慢性病(代謝症候群、糖尿病、心血管

疾病、腎臓病予防治療など)の予防および予防接種の推進以外に、さらにその他の健康促進措

置を強化すべきである。それには事故傷害の予防(老人のつまずき防止計画)、老人性うつ病、

自殺の予防およびシルバー口腔保健計画などがある。 

2.直轄市、県(市)の主管機関は引き続き老人健康診断を実施し、検査後の情報提供、指導

を強化する。 

3.お年寄りの健康促進が公共衛生の初歩予防の重要な部分であるので、政府の部門は老

人健康促進業務に必要な関係分野の人材育成を強化する必要がある。それには、衛生教育、

体育、娯楽管理などの専門人材育成が含まれる。分野を超えた専業者の共同モデルを作り、

現在ある人的資源を整合し、関係する業種の人員の教育を継続的に強化する。 

4.衛生所あるいは健康サービスセンターの役割機能を強化する。予防保健の模範提供以

外に、健康管理、地区衛生資源整合の協調、および健康サービスの企画創作などの多様な役

割を果たす必要がある。さらに、地域医療保険の資源を結合し、末端の医療施設の地域にお

ける役割、職責の認知、共有意識を強化する。 

5.地域疾病予防と健康促進のサービス体系を構築する。地域医療グループ、地域公衆衛

生グループ、地域全体の造営、地域介護拠点などの関係計画を強化また整合する。政府、民

間資源を結合して共同推進する。高齢者の健康確保以外に、国民健康保険の永続のために、

高齢者の国民健康保険資源の使用と医療費用支出を抑制する。 

(二)長期介護政策および措置の促進:行政院社会福祉推進委員会の長期介護制度企画グループ

で二年あまりの計画研究を重ね、2006 年台湾経済永続発展会議の共同意見に参加し、「わが

国の長期介護十年計画」を行政院に提出し、民国 96 年 4 月に正式審査・批准された。 

1.実施政策には以下が含まれる：(1)質量共に豊富な人材を養成してサービスに投入、(2)

長期介護サービス施設の拡大、(3)民間による長期介護サービスへの参与を奨励、(4)政府が適

切な専用資金を投入し、長期介護制度を推進する、(5)政府と民間が共同で長期介護の財務責

任を担う、(6)結果を評価し、サービス提供の判断とする、(7)介護管理機構の強化、(8)部会

を超えた長期介護推進グループを組成する、などの八項目である。 

2.サービスの対象：常に日常生活で他人の協力が必要な人を主とし(日常生活行動機能

〔略称 ADLs〕、手段的日常生活行動能力〔略称 IADLs〕による評価)、以下の四種類の障害

者を含む：(1)65 歳以上の高齢者；(2)55 歳以上の山地原住民；(3)50 歳以上の身体障害者；

(4)IADLs 障害かつ一人暮らしの高齢者。 

3.障害の程度を三級に分ける：(1)軽度の障害【一から二項目の ADLs 障害者、および IADL

障害を持ちかつ一人暮らしの高齢者】；(2)中程度の障害【三から四項目の ADLs 障害者】；(3)重

度の障害【五項目以上のADLs 障害者】。 

4.サービス提供は補助的使用を原則とし、家庭経済の収支状況を考慮して補助し、費用は政府と家

庭の共同負担とする。低収入家庭は政府全額補助で、中低収入者の補助は90%、一般家庭の補助は60%

である。 

5.サービス提供システム： 



 

 

(1)実行機関：直轄市、県(市)政府の長期介護管理センター。 

(2)中心的な任務：評価要求、介護計画作成、補助額査定、介護資源の連接と介護サー

ビスの取り決め、各案件の状況追従とサービス品質の監督、定期的な評価など。地方政府

の長期介護管理センターを通し、障害者の需要の総合評価の中心的役割を演じる。評価と

査定結果をサービス提供の判断材料とし、資源を連結して、介護サービス、家庭看護、地

域および家庭リハビリサービスを一般に提供、補助具の購入(貸与)および家庭のバリアフリ

ー環境改善サービス、高齢者栄養食事サービス、ショートステイサービス、交通送迎サービス、

および長期介護機能サービスなどの八大項目のサービスを提供する。整理すると表2-1になる 

 

表2-1  わが国の長期介護十年計画サービス項目および補助内容 

サービス項目 補助内容 

(一)介護サービス 

(家庭サービス、デ

イケア、家庭代行サ

ービス) 

1.障害程度による補助サービス時間数： 

軽度：毎月補助上限は最高 25 時間；IADLs 障害かつ一人暮らしの高齢者、この

基準に沿って実施。 

中度：毎月補助上限は最高50時間。 

重度：毎月補助上限は最高90時間。 

2.補助経費：1時間180台湾ドルとして計算(物価指数により調整)。 

3.政府補助時間を超過する人は、全額自己負担。 

(二)家庭看護 

現行の国民健康保険では毎月二回の家庭看護費を給付する以外、必要があると査定

された場合は、毎月最高2回追加できる。補助家庭看護師の訪問費用は、毎回1,300

台湾ドルとして計算される。 

(三)地域および家庭

でのリハビリ 

交通手段を用いて健保リハビリ資格者を送迎できない場合、このサービスを受けら

れる。毎回訪問費用は1,000台湾ドルとし、一人当たり毎週一度使用できる。 

(四)補助具購入、賃

貸および住宅のバ

リアフリー環境改

善サービス 

十年ごとに 10 万台湾ドルを限度に補助を受けられる。ただし特殊な必要があると

の判断を下されたものは、特別案件として増額補助を得られる。 

(五)老人栄養食事サ

ービス 

サービスの対象は低収入家庭、中低収入の障害を持つ高齢者、および IADLs障害か

つ一人暮らしの高齢者である。一人当たり毎日最高一度の食事の補助を受けられ、

食事は50台湾ドルである。 

(六)ショートステイ

サービス 

1.軽度および中度の障害者：毎年最高14日の補助。 

2.重度の障害者：毎年最高21日の補助。 

3.介護補助者の毎日の介護費用は1,000台湾ドルとして計算。 

4.施設および家庭のショートステイサービスを組み合わせて利用できる。 

5.施設のショートステイサービスには、さらに交通費として往復 1,000 台湾ドル

の補助があり、一年最多で4回である。 

(七)交通送迎サービ

ス 

重度障害者補助に使用するリハビリバス類の交通送迎サービスは毎月最高で4往復

(片道8回)、毎回を190台湾ドルとして計算する。 

(八)長期介護機構サ 1.家庭総収入が社会救助法の規定する最低生活費の 1.5 倍で、重度障害を持つ高齢



 

 

サービス項目 補助内容 

ービス 者：政府の全額補助。 

2.家庭総収入が社会救助法の規定する最低生活費の 1.5 倍ので、中度障害を持つ高

齢者：家庭のサポート状況の評価が必要で、特別案件の補助を得られる。 

3.一人当たり毎月最高1万8,600台湾ドルとする。 

 

二、2010-2015 年 

(一)法令の研究と制定の進行、「健康促進法」を研究制定し、推進業務の主要な法的根拠とする。 

(二)長期介護と健保制度のバランスを研究し、社会保険方式による長期介護の是非を判断：財源は長

期介護制度の創設に不可欠であり、政府の部門は保健費を財源とすることの是非を判断する必要が

ある。 

 

第三節 高齢者への経済的保障の改善 

Ⅰ、政策目標 

完備された老年所得支援体系を構築し、国民の老年経済の安定を保証する。 

 

Ⅱ、基本理念 

わが国は高齢化と老年人口の急激な増加に直面し、伝統的な家庭制度は衰え、老後の経済安全保障

はすでに重要課題となっている。わが国の公教、軍、労保などの社会保険が試行されて年月がたつが、

保障の対象は未就業者を含んでおらず、不足があることは明らかである。また、わが国の老年人口の急

速な成長に対応するため、様々な給付金が定められているが、支給人数が増加し続けることにより、政

府の財政負担のさらなる悪化を招くことになる。そのため給付金の整備と制度化が急務である。それで、

国民年金制度の開設と給付金の整合は、老年経済安全保障システムの主要計画理念である。 

 

Ⅲ、重点措置  

一、2008-2009 年 

 (一)国民年金創設の準備作業を完成 

「国民年金法」第３条の規定によれば、内政部は国民年金法の中央主管機関であり、同法第

４条の規定によれば、保険業務は内政部が保険労工保険局に業務を委託し、かつ保険者となる。

それで、内政部および労工保険局は民国97年10月1日に国民年金を開始する前、積極的に各項

の国民年金準備作業を完成する必要がある。 



 

 

中央主管機関(内政部)は国民年金の法令検討、審議、修正および説明事項、国民年金政策の研

究事項、国民年金に関係する宣伝作業の推進の責任を負う。積極的に他の社会保険との関連およ

び関係給付金の整合、国民年金精算統計などの事項について協調を図り、保険者による国民年金

業務などの処理を監督審査する。本保険業務の監督および保険争議事項の審議のため、ならびに

「国民年金管理会」の任務編成を企画成立するため、国民年金の業務管理、財務管理および争議

審議などの責任を負う。ならびに、国民年金開設前、内政部国民年金準備グループを立ち上げ、

準備作業の部会を超えた協調事項などに関して責任を負う。 

国民年金保険人(労工保健局)は関係法規の研究作業、国民年金の宣伝作業の推進、国民年金情

報システムの設置、国民年金業務プロセスと作業詳細の計画の責任を負う。それには「保険費用

の請求」、「保険費用の徴収」、「給付」、「財務会計出納」および「基本管理と運用計画」が含まれ

る。 

 (二)国民年金の開設 

25 歳以上満 65 歳までの社会保険老後所得保障システムの未納者が保障を得られる。 

 (三)労工退職金の増加と労工の自主早期退職請求者に関係する措置を推奨する。 

(四)労工保険の老年給付法案の調整 

労工保険の老年給付を、一度の給付から年金給付に改め、長期にわたる定期的な給

付とし、老年経済生活の安定を確保する。特殊な状況で社会保険資格が低い人に対し、

最低年金の支給を保証し、老年時の貧困を避ける。 

 

二、2010-2015 年 

(一)老人福祉給付金体系の整合 

今のところ、様々な老人福祉特別手当の給付水準をさらに上げるべきではない。国

家財政負担の増加を避け、しだいに社会保険老年年金給付を現行の老人特別手当の代わ

りとしていく。 

(二)商業年金と保障型保険の普及率向上の促進 

保障型および年金保険商品を発展させ、商業保険の一般化を進める。保障型および年金保険

商品の宣伝を強化し、一般大衆に適した保険保障および多様な退職後財務管理の選択肢を提供す

る。一般大衆に老年生活保障を早めに計画させる。 

(三)高齢者の財産信託を奨励 

信託業者を指導して、異業者のグループ化を進めて宣伝を強化し、高齢者の財産信

託を助け、高齢者が財産信託方式で老年の安心を計画するよう奨励する。 

  



 

 

第四節 中高年齢の就業と人材活用の促進 

Ⅰ、政策目標 

中高齢と老人の就業を促進し、人的資源の運用を伸ばす 

Ⅱ、基本理念 

高齢者の健康状況の改善と、「体力を必要としない」労働就業の増加により、65歳以上の高齢者は積

極的に労働市場に参加でき、社会の貴重な人的資源となってきた。社会の中高齢と老年人口の比率が増

加し、子供と青年人口の比率が次第に下降する状況で、中高齢の就業と人的資源運用の促進により、高

齢者が重視されているという感覚を高めるだけでなく、全体的な社会の労働力を増加させることができ

る。 

 

Ⅲ、重点措置 

一、2008-2009 年 

(一)中高齢者の就業サービス処理の強化 

1.対外的就業サービスの実施を拡大し、地域に眠る不就労者を発掘する。その人の自信

とやる気を励まし、就業上の障害の克服を助け、進んで情報を提供し、職場復帰を援助する。 

2.就業指導員を訓練して専門知識を増やし、中高齢失業者の生涯職業計画を援助する。

また社会心理面での調整を助け、再就職に最適な準備をさせる。 

3.中高齢者の就業手引きなどの関係資料を編集し、中高齢者の転職あるいは再就職の参

考とする。 

(二)中高齢者の雇用増加を企業に奨励 

1.雇用奨励手当てを提供し、中高齢者の雇用を企業に奨励する。 

2.職務の再設計をするよう企業を指導奨励し、中高齢者の就業要求に合わせる。たとえ

ば、職場の環境の改善、生産を自動化し体力の負担を軽減する、業務プロセスの簡素や生産

手順の簡素化など、中高齢者が務めるのに適した就業機会を増やす。政府は民間の力を結合

して指導員のグループを作り、職業再設計の理念を宣伝し、企業の職務再設計計画を援助し、

企業による中高齢者に適した職業機会の開発を奨励する。ならびに、企業の就業環境改善に

協力し、職場の安全と衛生条件を向上させ、中高齢者の就業に適した状況を作る。 

(三)職業訓練体系を強化し、中高齢者の就業技能学習を援助する 

1.中高齢者の職業訓練と第二専門知識の訓練を強化する：政府は民間教育、訓練機構の

協力を進め、中高齢者の職業訓練と第二専門知識の訓練を行う。中高齢者の就業技能を高め、

中高齢者失業を防ぐ。 

2.企業と労働組合団体による、中高齢従業員の職業訓練、転職訓練と第二専門知識の訓

練を支援する。政府は毎年特別支出金を編集し、企業と団体の職業訓練を補助する。 



 

 

3.社会教育機構を結合し、中高齢者を研究し、変化の多い就業環境に中高齢者が適応で

きるよう助け、就業の安定性を高める。 

(四)社会立法と社会指導を強化し、中高齢就業者に対する就業上の偏見を除く。 

(五)高齢者ボランティア参加を奨励 

各機関、機構、学校、法人あるいは政府主導の団体を励まして、高齢者のボランテ

ィア訓練を行い、ボランティアを推進し、専門知識を生かし続け、退職後の生活を豊か

なものにする。 

(六)シルバー人材センターを発展させ、高齢者の就業媒体を促進 

シルバー人材センターを設立し、現行の公立就業サービス機構の設備を運用し、各

地に設置された民間の中高齢者人材運用センターを有効に結合する。人材データベース

を作成して調査統計作業を進め、就業能力と希望を持つ高齢者の社会貢献を助け、有給

の仕事と無報酬のボランティアを通して社会活動に参加し続けるよう助ける。 

 

二、2010-2015 年 

(一)中高齢者の就業促進給付金取得に関する規定を緩め、中高齢者の就業サービスを強化する。 

(二)「高齢化社会就業促進法」の改定を協議する。 

(三)労働および退職に関する法令の改定を協議し、高齢就業者が就業し続けるよう奨励 

「労働基準法」の強制退職年齢の規定を改定し、強制退職制度を段階的な退職制度に変更

する。仕事の負担を軽くし、高齢者が労働市場にとどまる時間を延長する。 

(四)企業が高齢者を雇用し続けるよう奨励 

1.政府は社会教育、段階的な退職体制の計画を通し、企業にフレックスタイム、パート

タイムあるいは作業内容単位の報酬方式を奨励する。65 歳以上の従業員の専門知識を利用し

続け、企業の発展の助けとする。 

2.高齢従業員の健康保険、労工保険あるいは公教員保健費用、労工退職金支給などの費

用に対する雇用主の負担を政府が適度に補助する協議をする。それによりコストを軽減し、

高齢者採用意欲を高める。 

 

第五節 高齢者向け住宅の供給 

Ⅰ、政策目標 

高齢者の尊厳と自立した生活環境を守り、高齢者向けの多様性のある居住制度と居住形態を備える。 

 

Ⅱ、基本理念 



 

 

高齢者は心身機能が次第に衰え、行動および生活に支障が出てくる。そのため、住宅の大きさ、空

間、バリアフリー環境、汎用的な環境を新たに築くことで、安全で安心できる居住環境を作ることがで

きる。新築の住宅のほか、既存の住宅も高齢者の必要に応じて改造する必要がある。また高齢者のさま

ざまな生活上の要求に対し、多彩な住宅タイプを用意し、共生のための優良な生活環境を整備する。 

 

Ⅲ、重点措置 

一、2008-2009 年 
現行のバリアフリー環境に関する法規を検討し、建築物のバリアフリー施設の設計モデル

を作成する。 

 

二、2010-2015 年 

(一)バリアフリーの住宅環境建築の企画 

1.バリアフリー環境に関する人間工学などの実況調査と基礎研究を推進し、バリアフリ

ー環境に関する研究成果を整合し、整備・開発育成を進める。 

2.バリアフリー住宅の企画設計ガイドを改定し、使用者の特性と需要に対応する。 

(二)汎用的な地域環境づくりを企画し、汎用的な地域環境の企画設計を研究し発展させる。 

(三)多様性のある高齢者社会住宅を企画研究する。 

(四)高齢者が安心して居住できる社会住宅に関する措置、関係法令を研究し整合する。 

(五)二世代、三世代、あるいは離れた世代が近所に優先して入居できる社会住宅関係の構造を研究する。 

 

 

第六節  高齢者のための交通運輸環境の完備 

Ⅰ、政策目標 

高齢者の運輸環境を完備し、高齢人口の社会参加を促進する。 

 

Ⅱ、基本理念 

高齢者の生理、心理的特性は一般的に中、低年齢者と異なる。退職している場合が多いので、行動

特性と交通運輸の特性はその他の年齢層とは異なる。そのため、高齢化社会の到来に伴い、現行の交通

運輸環境の計画、設計や運営などの各方面を重視して、高齢者の機動力を維持することになる。使用し

やすい運輸サービスを提供し、高齢者の自主活動の独立性を確保し、その社会交流の機会を増進する。 

 



 

 

Ⅲ、 重点措置 

一、2008-2009 年 

(一)高齢者の歩道での安全環境を強化 

歩道空間の改善について、路面の高低差をなくし、歩道のバリアフリーを実現し、

高齢者が歩行する地域の照明設備を特別に考慮する。同時に、歩道の状態を診断し、歩

道の修理などを実施する。 

(二)高齢者の乗る大衆運輸の安全管理 

大衆運輸の管理機関はバス業者のバスシステム購入時の指導の際、ボディの低いバ

スの導入を図り、高齢者の乗り降りの便宜を図る。バスには発車および停車の表示、お

よび音声警告の設備を追加装備し、高齢者の知覚を助け、事故の発生を防ぐ。 

(三)高齢者の運転する車両の安全管理 

1.高齢者の運転する車両の安全講習を実施し、高齢者の運転する車両の安全および自己

防衛意識を強化する。 

2.高齢者の車両運転管理を強化し、高齢者の運転管制および定期的な確認項目を定め、

高齢者と一般の歩行者の運輸安全を維持する。さらに、高齢者の安全運転教育講習を実施し、

高齢者の安全および自己防衛意識を強化する。 

 

二、2010-2015 年 

(一)交通建設の汎用的設計と関係措置の計画 

1.各バス停、道路および公共設備に関連した、高齢者運輸および交通建設の設計計画に、

汎用的な設計プロジェクトを加え、運輸設備の汎用的設計の承認を進める。 

2.バリアフリー施設：各バス停、道路および公共施設などの、高齢者運輸および交通建

設の設計企画に、バリアフリー設計の実施プロジェクトを加え、運輸設備のバリアフリー設

計を進める。エレベータやエスカレータを設置して高齢者の昇降移動を助ける。 

3.横断歩道施設：高齢者が道路を横断するための長めに表示される手押し式信号、音声

式交通標識を追加設置する。横断歩道の中央に安全地帯を追加設置し、歩行者と自転車用の

スロープ式横断歩道橋および地下道を追加設置する。 

4.道路設備の補助：大型の道路指示標識を設計し、高齢者が道路と位置を認識しやすく

し、道路の案内システムを設置する。 

(二)高齢者の交通運輸情報サービスシステムの計画 

1.公共運輸ターミナル、あるいは高齢者がしばしば集まる公共場所に、事前あるいは途

中の交通運輸情報サービスシステムを提供する。 

2.交差点に、高齢者が道路を横断するための長めに表示される手押し信号を追加設置し、

高齢者が横断できる十分の時間を与え、音声式交通標識を追加する。 

 



 

 

第七節 高齢者の余暇活動の促進 

Ⅰ、政策目標 

日常生活のに機能に支障のない高齢者が娯楽活動に参加する際、多様な選択機会を持つよ

うにする。軽度の障害を持つ高齢者のため、良好な娯楽環境の企画設計を通して環境の制約を

改善する。快適な娯楽活動を促進し、娯楽活動の制限を低減する。 

 

Ⅱ、基本理念 

高齢者は退職後に娯楽に当てられる時間は長くなり、前の世代に比べて経済状態も豊かに

なったので、高齢者はさらに娯楽活動に参加することができる。それゆえ、社会参加を高齢者

の娯楽と融合させ、高齢者の生活適応や、快適な老後と生活満足度の増進を促すようにするこ

とで、個人、家庭、社会が益を受ける。 

 

Ⅲ、重点措置 

一、2008-2009 年 

(一)移動式文化健康娯楽の巡回サービスを推進し、各種活動の情報を提供する。 

(二)多様性のある娯楽活動および各種学習コースの機会を提供する。 

(三)大学専門学校に高齢者の娯楽活動企画コースを開設し、老人の運動娯楽と関連する専門家を育成す

る。 

(四)軽度の障害を持つ高齢者およびその介護者の運動娯楽関連専門家を育成する。 

 

二、2010-2015 年 

(一)現行の娯楽資源を整合し、老人の娯楽サービスネットワークを強化し、老人に便利でやさしい娯楽

環境をつくる。 

(二)軽度の障害を持つ高齢者に適した運動娯楽活動を設計する。 

(三)高齢者の運動娯楽専門指導員の登録制度を設立する。 

 

第八節 高齢化教育体系の構築 



 

 

Ⅰ、政策目標 

わが国の人口老化は避けがたい傾向にある。国民のために完備された社会福祉、娯楽活動および健

康介護ネットワークを計画する以外に、教育方式をさらに重視する必要がある。国民に子供のころから

老化に関する知識を広く伝え、国民が正確な老化の概念を得、年齢に対する偏見をなくし、高齢社会を

迎える上での各種の挑戦に対応する。 
 

Ⅱ、基本理念 
高齢者教育は国民全体の教育とみなすべきである。それゆえ、老化教育の施行は年少時より始め、

正規の学校教育を通して学生に高齢者を理解し尊敬するように教え、地域ネットワークおよび家庭ネッ

トワークを通して高齢教育事業を構築完備する。同時に、教育資源を整合することにより、専門教材と

授業計画を共同で用意し、使用していない施設を高齢者の学習活動のために提供する。高齢者に再教育

および社会に参加する機会を提供し、高齢者が社会から疎外また隔離されないようにし、高齢者にやさ

しい、年齢差別のない社会環境を築かなければならない。 

 

Ⅲ、重点措置 

一、2008-2009 年 

(一)高齢者教育方針の作成：さまざまな階層の民衆に対し、老化認知の教材を作成し、高齢者専門の教材

および授業計画を共同開発し、高齢者の差異に応じた様々な需要の教材を設計し、多方面で高齢者が学

習するよう奨励する。 

(二)高齢者教育専門家の訓練：関係団体の専門家を訓練し、高齢者の教育活動に適した計画をする。 

(三)地区高齢教育指導センターを設立し、各地区高齢者教育の協力、訓練、監督を進め、地域の高齢者教

育ネットワーク構築を援助する。 

(四)高齢者の学習空間を増設：学校および公共空間を結合し、複合式の利用計画を採用し、同時に、高齢

学習センターを運用し、高齢者に地区学習環境を提供する。 

 

二、2010-2015 年 

(一)正規教育に老化知識を含める：老化知識を正規教育コースに取り入れ、大学専門学校に高齢者学習の

コースの開設を推奨する。 

(二)各団体で高齢者教育を定めその方法を評価する。 

(三)各関係部会を設置統合し、高齢者教育情報提供場所を設ける。 



 

 

 


